
許可番号 船名 総トン数 操業区域

第0002号 第五十八成漁丸 19 ※

第0003号 第八十一宝輝丸 49 ※

第0004号 第八十三高漁丸 29 ※

第0006号 第八十八慶安丸 19 ※

第0014号 第六十八大宝丸 19 ※

第0017号 第１５１関丸 19 ※

第0019号 第二十三福長丸 13 ※

第0024号 第７２明洋丸 19 ※

第0026号 第六十八三光丸 44 ※

第0027号 第六十三若竹丸 19 ※

第0028号 第五十三春美丸 11 ※

第0032号 第六十八北星丸 39 ※

第0034号 第五十三よし丸 29 ※

第0035号 第八十一よし丸 29 ※

第0036号 第五十五錦隆丸 19 ※

第0038号 第十八明洋丸 29 ※

第0039号 第八宝春丸 13 ※

第0040号 第八十八翔洋丸 29 ※

第0041号 第三宝春丸 19 ※

第0042号 第五十八正徳丸 19 ※

第0043号 第八十三恵隆丸 29 ※

第0044号 栄福丸 19 ※

第0046号 第一明洋丸 19 ※

第0047号 第八十八吉丸 29 ※

第0051号 第八十三武蔵 188 ※

第0052号 第五十一漁諭丸 13 ※

北太平洋さんま漁業許可船名簿

　本件の個別事項に関するお問い合わせ等については、水産庁資源管理部管
理調整課許可漁業第３班までご連絡下さい。

   電話番号：０３－３５０２－８４７９（直通）
   ＦＡＸ番号：０３－３５０１－１０１９

（令和６年１月１日現在) ※操業区域は最下部参照。



第0053号 第八十八福栄丸 29 ※

第0055号 第五十八和辰丸 19 ※

第0057号 第五十八日香丸 29 ※

第0058号 第八十五三光丸 42 ※

第0062号 第十八北勝丸 19 ※

第0064号 第三十八大海丸 18 ※

第0066号 第一〇三晃祥丸 19 ※

第0070号 第八美和丸 19 ※

第0072号 第七十一勇美丸 29 ※

第0073号 第二十八寶喜丸 19 ※

第0075号 第六十三美咲丸 19 ※

第0076号 第三十五松栄丸 41 ※

第0077号 第五十五幸洋丸 49 ※

第0078号 第五十八漁英丸 29 ※

第0079号 五十三廣徳丸 29 ※

第0080号 第三十八和榮丸 29 ※

第0081号 第十一欣祥丸 29 ※

第0083号 第六十五佳江丸 29 ※

第0085号 第十七康祥丸 19 ※

第0086号 第七十八宝伸丸 19 ※

第0088号 第八十三雄進丸 29 ※

第0089号 第六十八広寿丸 199 ※

第0090号 第六十三幸漁丸 199 ※

第0092号 第八十一北星丸 199 ※

第0095号 第二十三宝亀丸 198 ※

第0096号 第二十一福長丸 49 ※

第0099号 第八若潮丸 199 ※

第0100号 第八十八盛勝丸 199 ※

第0103号 第五十三進洋丸 199 ※

第0104号 第八日香丸 13

第0105号 第八十一武蔵 13 ※

第0108号 第七十八松栄丸 19 ※

第0111号 第六十八翔洋丸 29 ※

第0115号 第八十八幸福丸 199 ※



第0118号 第三新栄丸 19 ※

第0119号 第十八鹿島丸 198 ※

第0121号 第八朝洋丸 199 ※

第0125号 第六十三福寿丸 199 ※

第0126号 第六十八福神丸 199 ※

第0128号 第１５泰勢丸 44 ※

第0133号 第八萬盛丸 13 ※

第0137号 第八三光丸 13 ※

第0138号 第一新栄丸 19 ※

第0142号 第五三光丸 13 ※

第0143号 第二丸中丸 199 ※

第0146号 第八明洋丸 13 ※

第0147号 第三十三宝輝丸 19 ※

第1002号 第六十五新生丸 184 ※

第1003号 第二源榮丸 199 ※

第1111号 天祐丸 19 ※

第1113号 第二十八善寶丸 19 ※

第1114号 恵比寿丸 19 ※

第1115号 第十一三笠丸 199 ※

第1116号 第二十八桜丸 19 ※

第1121号 第八隆盛丸 19 ※

第1124号 第六新興丸 132 ※

第1125号 第七稲荷丸 19 ※

第1127号 新栄丸 19 ※

第1128号 第十五三笠丸 199 ※

第1129号 第五十八福栄丸 19 ※

第1130号 第二十八明神丸 19 ※

第1131号 第八三笠丸 199 ※

第1132号 第二十一三笠丸 199 ※

第1133号 第十八三笠丸 199 ※

第1135号 寿丸 17 ※

第1136号 第六十五欣栄丸 199 ※

第1139号 第一〇八欣栄丸 199 ※

第1202号 第五十八守丸 19 ※



第1205号 第十八友漁丸 19 ※

第1206号 第八栄漁丸 19 ※

第1208号 第六十三御嶽丸 19 ※

第1209号 第三十八小金丸 19 ※

第1211号 第五十八山神丸 19 ※

第1212号 第五十八栄福丸 13 ※

第1213号 第六十八泉幸丸 19 ※

第1216号 第十八漁栄丸 199 ※

第1217号 第三鹿島丸 199 ※

第1220号 第三明洋丸 29 ※

第1221号 第八千代丸 199 ※

第1225号 第三十八功洋丸 19 ※

第1228号 第六十一清水丸 19 ※

第1230号 第三十八千代丸 199 ※

第1231号 第六十二稲荷丸 19 ※

第1232号 第五十七久丸 19 ※

第1233号 第十一光洋丸 199 ※

第1235号 第七厚根丸 19 ※

第1236号 第二十八安洋丸 199 ※

第1413号 第三三笠丸 199 ※

第1508号 第八太喜丸 176 ※

第1604号 第三十七傳丸 167 ※

第1605号 第一吉丸 187 ※

第1611号 第十八よし丸 13 ※

第1607号 第一太幸丸 199 ※

第1610号 第一安房丸 120 ※

第1702号 第八十八花咲丸 199 ※

第2003号 第八珠の浦丸 199 ※

第2004号 第三十五豊進丸 199 ※

第2005号 第一恵比須丸 199 ※

第2006号 第六十八善龍丸 199 ※

第2007号 第六十二盛昇丸 11 ※

第2008号 第八十一豊清丸 199 ※

第2010号 第八十八博洋丸 199 ※



第2011号 第八十五博春丸 13 ※

第2203号 第百三十五豊幸丸 147 ※

第2301号 第十八初丸 19 ※

第2501号 第三太喜丸 199 ※

第2502号 第五太喜丸 199 ※

（操業区域）
　北緯34度54分６秒の線以北、東経139度53分18秒の線以東の太平洋の海域（オホーツ
ク海及び日本海の海域を除く。）

（注）　操業区域内での操業であっても、漁業法（昭和24年法律第267号）第44条第１項及
び第２項に基づく条件や漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５
号）第23条の操業制限等により、禁止区域等の規制があります。
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